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研究テーマ

中高一貫教育校における６年間を

見通した教育課程の編成

１ はじめに

本校は，本県の公立で初めての併設型中高一貫教育校として開校し２年目となる。

中高一貫教育校においては，

○ 高等学校入学者選抜の影響を受けずにゆとりある学校生活が送れること

○ ６年間の計画的・継続的な教育指導が展開できること

○ 生徒を継続的に把握することにより，生徒の個性を伸長したり，優れた才能の発見が

より一層可能となること

○ 広い年齢層での異年齢集団による活動により，社会性や豊かな人間性を一層育成でき

ること

等の利点が挙げられる。

本校は，中高一貫教育校の教育課程編成における特例を十分に活かしつつ，６年間の一貫し

た教育課程を編成・実践していくことにより，中高一貫教育校としての機能を十分発揮してい

きたい。

２ 中高一貫教育校における教育課程の基準の特例

各中高一貫教育校における教育目標に基づき，中高一貫教育の特性を活かした特色ある活動

の展開を可能にするために，中高一貫教育における教育課程の基準の特例が設けられている。

この基準は拡大が図られ，それまでの３項目（①～③）に新たな３項目（④～⑥）が追加さ

れた。

併設型中高一貫教育校における教育課程の基準の特例は次のとおりである。

① 各学年の必修教科の授業時数のうち，７０単位時間以内の時数を減じ，その時数を必修

教科内容を代替することができる選択教科の時数に充てることができる。（中）

② 各選択教科の授業時数を各学校において増加できる。（中）

③ 普通科の学校設定教科・科目について，卒業に必要な修得単位数に含めることのできる

単位数の上限（２０単位）を３０単位まで拡大することができる。（高）

④ 併設型中学校と併設型高等学校の指導内容の一部について，相互に内容の関連する教科

・科目間で入れ替えて指導することを可能とする。（中・高）

⑤ 併設型中学校の指導内容の一部を，併設型高等学校に移行・統合して指導することを可

能とする。（中・高）

⑥ 併設型高等学校の指導内容の一部を，併設型中学校において指導した場合，当該内容に

ついては併設型高等学校入学後，再度指導しないことも可能とする。（中・高）



３ 選択教科の充実

平成２０年度の，選択教科は，１年７０時間，２年１０５時間，３年１７５時間を予定して

いる。１年については，中高一貫教育校における教育課程の基準の特例①，②を活用して，必

修音楽と美術の時数をそれぞれ３５時間（通常５０時間）とし，選択教科で「選択芸術コース」

を設定している。また，本校独自教科を特設し，各学年の発達段階に応じた指導を行っている。

４ 教科の指導内容について

国語，社会，数学，理科，英語の５教科においては，中高一貫教育における教育課程の基準

の特例措置の④～⑥を活用した指導計画の作成を行っている。

指導計画作成における基本的方向性は次のとおりである。

① ２年までに中学校の指導内容を終了し，３年で高校の指導内容を履修するような大幅

な前倒しはしない。

② 旧学習指導要領の指導内容で，中学校から高校に移行した指導内容を可能な限り中学

校で実施する。

③ 中高の指導内容で，入れ替えや移行・統合することにより，指導効果が期待できるも

のはないかを検討し，ある場合は積極的に取り入れる。

各教科，１１月末を目処に指導計画の骨子を作成するために，中高合同の教科部会で検討を

重ねている。

５ おわりに

本校では，６年間を基礎期（中１・２年），充実期（中３・高１），発展期（高２・高３）の

３期にわけている。今後，本校の特色である体験活動を各期にどのように位置づけていくかの

検討が必要である。

また，中高６年間をとおして実施する「鹿児島玉龍キャリア教育プロジェクト」についても，

中高で連携して実施できるようさらに充実していかなければならい。

さらに「グローカルマインド・プロジェクト」（総合的な学習の時間）では，中高での異年齢

集団での活動についての検討が必要である。


